
令和４年度第２回君津郡市広域市町村圏事務組合職員採用試験を次のとおり行います。 

１  募 集 要 領 

試験職種 募集人員 受 験 資 格 

保 育 士 若干名 
昭和５２年４月２日以降に生まれ、保育士の資格を有する方又は

令和４年度中に資格取得見込みの方 

看 護 師 １名 
昭和５２年４月２日以降に生まれ、看護師の資格を有する方又は

令和４年度中に資格取得見込みの方 ※ 

 ただし、次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

（１）日本の国籍を有しない者 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

（３）君津郡市広域市町村圏事務組合の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過

しない者 

（４）日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 ※准看護師は含まれないのでご注意ください。 
 
２  勤務場所及び職務内容 

試験職種 勤務場所及び職務内容 

保 育 士 
児童発達支援センターきみつ愛児園（君津市外箕輪１０４１番）におい

て、保育（療育）業務等に従事します。 

看 護 師 
児童発達支援センターきみつ愛児園（君津市外箕輪１０４１番）におい

て、看護（医療的ケア）業務等に従事します。 
 
３ 受 験 手 続 

（１）申込書（受験票を含む。）の配布 

君津郡市広域市町村圏事務組合総務課（後記問合せ先参照）で配付します。 

   申込書の郵送を希望する場合は、封筒の表に「受験申込書請求」と朱書きし、住所・氏名・郵便番

号を明記した返信用封筒に切手（長型３号８４円、角型２号１２０円）を貼り同封してください。ま

た、氏名、電話番号（昼間の連絡先）を記入した用紙（書き方は自由）も同封してください。 

郵送を希望する場合は、郵送期間を考慮のうえ請求してください。 

君津郡市広域市町村圏事務組合ホームページからダウンロードすることもできます。 

   なお、申込書は、君津郡市広域市町村圏事務組合総務課のほか、児童発達支援センターきみつ愛児

園、関係市（木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市）の市役所でも配付します。 

（２）申込手続 

   申込書及び受験票に必要事項をすべて記入し、それぞれに同一の写真を貼り君津郡市広域市町村圏

事務組合総務課へ直接持参するか、又は郵送してください。 

   郵送の場合は、申込書受付後受験票を返送しますので、住所・氏名・郵便番号を明記した返信用封

筒（長型３号）に８４円切手を貼り同封してください。 

なお、書留又は簡易書留による郵送がより確実です。 
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４ 受 付 期 間 

  令和４年７月２５日（月）から８月８日（月）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

  受付時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  郵送の場合は、８月８日（月）の消印のものまで受け付けます。 

 

５  試 験 の 日 時 ・ 場 所 

試 験 日   時 場   所 

第１次試験 

令和４年９月１８日（日） 
受付時間 午前９時から９時３０分まで 
試験開始 午前１０時 
※昼食は各自で用意してください。 

君津郡市広域市町村圏事務組合会議室 
（木更津市新田３丁目２番２７号） 
電話 ０４３８－２５－６１２１ 

第２次試験 詳細は第１次試験合格者に通知します。 

※ 第１次試験の合否は、１０月中旬（予定）に受験者全員に書面により通知します。 

 

６ 試 験 の 方 法 

（１）第１次試験 

試験職種 試験科目 出 題 時 間 試験の程度 

保 育 士 
教養（択一式） ４０題 ２時間 高校卒業程度以上 

専門（択一式） ３０題 １時間３０分  

看 護 師 
教養（択一式） ４０題 ２時間 高校卒業程度以上 

検査（択一式） ３０題 ５０分  

※出題分野 

保育士 

教 養 
時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題。文章理解、判断・

数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題。 

専 門 

社会福祉、子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、保育

原理・保育内容、子どもの保健 
※障害児保育については、上記のいずれかの分野で出題することがあ

る。 

看護師 
教 養 

時事、社会・人文、自然に関する一般知識を問う問題。文章理解、判断・

数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題。 

業 務 
適性検査 

看護師として望ましい資質を能力と対人関係の面から評価、測定。 

（２）第２次試験  面接試験・適性検査・受験資格の調査等 

 

７  合 格 か ら 採 用 ま で 

  最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から採用者が決定されます。 

  なお、採用は、原則として令和５年４月１日です。（ただし、資格免許取得済みの方等には希望

を確認のうえ、それ以前に採用されることがあります。） 



 

８ 給 与 

  初任給は、採用前の経歴に応じ、君津郡市広域市町村圏事務組合の職員の給与に関する条例の規

定によって決定されます。令和４年４月現在の初任給の例は次のとおりです。 

  大学卒１９４，３６１円、短大卒１７６，８５１円、このほか次の手当が支給され、条例の改正

が行われた場合はその定めるところによります。 

  扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等 

 

９ 勤 務 時 間 ・ 休 暇 

（１）勤務時間  原則として週３８時間４５分 

（２）有給休暇  年次休暇・特別休暇（忌引、結婚等） 

 

１ ０  そ の 他 

  組合では、現在、組合のあり方を検討しています。 

  詳しくは「職員採用の申し込みにあたって」をご覧ください。 

 

１ １  問 合 せ 先 

〒２９２－０８３２ 木更津市新田３丁目２番２７号 

君津郡市広域市町村圏事務組合 総務課 

電話 ０４３８－２５－６１２１ 

ホームページアドレス https://www.kouiki-kimitsu.jp 
メールアドレス    mailbox@kouiki-kimitsu.jp 


